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　私が特許庁に入庁して以来30年近くが経ちますが、

この間、審査の的確性の維持・向上を図りつつ、常に「滞

貨」（審査順番待ち件数）という「波」に追いかけられなが

ら審査業務に取組んできた感があります。特許庁とし

て、これまで様々な施策に取組んできたと思います。特

許審査迅速化という面で私が思いつくワ−ディングだ

けでも、ペ−パ−レス計画、FI・Fタ−ム、出願・審査

請求構造改革、審査官増員、検索外注、審査調査員制度

……、また個別の出願が対象になりますが、早期審査制

度、優先審査制度、最近では、特許審査ハイウェイなど

もあげることができるかと思います。既にご存知の内容

ばかりだと思いますが、PRも兼ねて、特許審査迅速化、

とりわけ審査実務面で馴染みある施策について、私なり

の記憶をベ−スに最近までを振り返り、併せて新たに取

組み始めた施策もご紹介したいと思います。

審査全体迅速化の代表 ⇒ 検索外注

　検索外注を例にとれば、財団法人工業所有権情報セン

タ−（略称：IPCC）で、まず特定の数分野について、F

タ−ムを用いた検索性能や審査効率への貢献度などを

検証し、そのような試行過程を経て1989年から本格実

施に移行しました。当時は、特定分野で数千件規模の検

索外注件数でしたが、現在では全分野を対象に22万件

を越える規模にまで達し、一次審査件数の70%近くを占

める、特許審査迅速化施策の代表選手になっています。

このように拡大してきた背景には、特許庁による予算獲

得等の強化策はもちろんですが、その受け皿となる
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特許審査迅速化の流れの中で
〜切り札登場、滞貨切り崩しの兆しも〜

IPCC自身による体制強化などの取組み努力や、2004年

からの登録調査機関制度の導入～一定の登録要件を備え

ていれば民間企業でも参入可能というものですが～と

いった制度改正による効果があります。徐々に民間企業

の参加も増え、現在では、IPCCも含めて8登録調査機

関に及んでいます。

　もちろん、単に件数規模拡大だけではなく様々な創意

工夫がなされてきました。開始して10年ほどは、調査

結果を報告書にまとめて審査部に提出する形式の「納品

型外注」（いわゆるサ−チレポ−ト提出形式）でしたが、

更なる審査の効率化という観点から、1999年に、サ−

チレポ−トの提出に先立ち調査業務実施者（いわゆるサ

−チャ−）が担当審査官に口頭説明する形式の「対話型外

注」が導入されました。以来、「対話型外注」規模が徐々に

拡大し、現在では検索外注件数全体の80%にまで至り、

定着化しているのはご承知のとおりです。
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交換を通じて様々なニ−ズを吸上げ、必要なものについ

ては施策に反映すべく取組んできました。とりわけ、昨

年はiPS細胞関連技術を中心とした先端技術分野では国

際競争力との関係もあって早期権利化のニ−ズが以前

にも増して高まりました。

　この点については、昨年12月に特許庁に設置された

「イノベ−ションと知財政策に関する研究会」（座長：野

間口 有　三菱電機株式会社取締役会長）でも議論され、

その最終報告書（本年8月8日に特許庁HPで公表）の中で

提言2として記載されております。

　出願人のニ−ズはまさに多様で、今後、迅速化とは

対称位置にある着手時期を遅らせるなど、多段階に着

手時期が選択できる制度導入、といったニ−ズも出て

くるかもしれません。引き続き各種ニ−ズの把握に努

め、適切に見極めていくことが重要になりますが、こ

と迅速化については、「ス−パ−」ということで特出し

的に提言されています。

　また、今年の「知的財産推進計画2008」の中でも、同

様の内容が記載されています。

個別出願迅速化の代表 ⇒ 早期審査

　このような検索外注をはじめ大方の施策は審査処理

全体の迅速化をねらったものといえますが、一方で、特

定の出願を他出願に優先して早期に審査する、早期審査

制度があります。

　早期の戦略的特許取得という産業界のニ−ズを踏ま

えて、1986年2月、「実施関連」（その発明を実施してい

る出願（早期審査申請から2年以内に実施予定のものも

含む））という要件を満たす出願を対象に、「早期審査に

関する事情説明書」の提出・公開という透明性を確保

する形で早期審査制度が開始されました。ただ、実施

関連情報の公表は、ある意味で出願人の事業戦略の一

端を世間に知らしめることにつながるおそれもあって

か、開始以来数百件規模という状況が続き、その利用

は伸び悩み状態でした。

　そのような状況も踏まえ、その後いくつかの改善を

図ってきましたが、特に1996年1月には「外国関連出願」、

2000年7月には「中小企業・大学等」へとそれまでの「実

施関連」から対象とする要件を拡大し、更に2004年7月

には外国関連や中小企業の出願対象範囲を拡大するこ

とにより、現在では8,000件を越える規模で利用されて

います。

迅速化への新たな切り札 ⇒ ス−パ−早期審査

　特許庁では、これまで企業や業界、弁理士等との意見
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【早期審査の申請件数推移】

提言2：�「出願人の多様なニ−ズに応じた審査体制を整
備する（メリハリの効いた特許審査迅速化）」

　　　�（以下提言内容より抜粋）
　　　���現行の早期審査制度よりも更に迅速な審査を行

う、ス−パ−早期審査制度を導入する。
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全ての手続きをオンライン手続きとする出願に限って

います。なお、申請前、あるいは審査最終結果後に書面

手続きがあっても、対象から除外（現行の早期審査に移

行）することはありません。

②出願人応答期間は30日（在外者は2ヶ月）

　実際の拒絶理由通知書には、応答の指定期間が60日

（在外の場合は3 ヶ月）と記載されますが、ス−パ−早期

審査の場合に限っては30日（在外の場合は2 ヶ月）以内と

の運用にご協力をいただき、意見書・補正書を提出して

いただくことになります。

　なお、応答期間を間違えることのないように、拒絶理

由通知書の中で30日（在外の場合は2 ヶ月）以内を旨とし

た注釈的な記載を付して明確化を図ります。

③PCT国内移行出願（DO）は今回の試行では除外

　特許庁内の運用面の事情により、今回の試行では除外

しています。

〈現行早期とス−パ−早期のスピ−ド比較例〉

　1986年2月の早期審査制度導入以来、各種ニ−ズを適宜

取込みながら利用性向上に努めてきました。今回の「ス−

パ−早期審査」は、そこに、更に新たな一石を投じる施策

です。戦略的に有効活用されることが期待されます。

＊　＊　＊

　審査部は、審査請求件数の一時的増加、いわゆる請

求の「コブ」と称される「大波」も押し寄せてきた影響か

　以上のような地合いに鑑み、「ス−パ−早期審査」とい

うこともあり、特許庁でもス−パ−早期に実施する必要

があるとの認識から、現行の早期審査制度の枠内で、ま

ずは試行的に10月から開始するということで検討を進

めてきました。その骨格は以下です。

〈審査期間〉

〈申請の要件〉

　いろいろな要件のあり方が考えられますが、より重要

な早期審査の対象出願であること、現行の早期審査制度

との整合や試行開始の早期化などを踏まえ、現早期審査

の要件を掛け合わせた、「実施関連出願」かつ「外国関連

出願」としています。

現行の早期審査：上記①～③の何れかの要件で申請可能

〈ユ−ザのご理解とご協力〉

　特許庁の取組み努力が必要なことはいうまでもあり

ませんが、特許庁と出願人との事務手続き等の迅速性も

必要なことから、以下の3点のご理解とご協力をあおぎ

ながら進めていきます。

①オンライン手続きであること

　ス−パ−早期審査の申請後になされた手続きに、書面

による手続きがある場合には電子化等に要する期間が

必要となります。そこで、ス−パ−早期審査の申請後の

一次審査着手（FA） 申請から、2週間～1 ヶ月以内
二次審査着手（再着手）出願人応答から、1 ヶ月以内

現行の早期審査の要件 「ス−パ−早期審査」の要件
①実施関連出願

①　×　②

【実施】＆【外国】
②外国関連出願
③中小企業、個人、大学等

「出願人の多様なニ−ズに応じた柔軟な特許審査を推進
する」
限られた審査資源の下で出願人の満足度を最大化する
ためには、……中略……権利化の時期についての出願
人の多様なニ−ズに応え得る審査制度を整備すること
が必要である。このため、2008年度中に、現行の早期
審査制度よりも更に早い超早期審査制度の試行を行う。
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ら、滞貨件数（審査順番待ち件数）は年々増加の傾向にあ

り、特にここ数年は苦難の時期にありました。ただ、今

年の春頃からですが、毎月の一次審査件数（OUT）が審

査請求件数（IN）を僅かではありますが上回るといった

逆転の兆し、月々のOUTがINを上回る滞貨切り崩しの

状況に転じ始めました。個人的には、常に「波」に追いか

けられていたような気持ちから、「波」を追いかけるよう

な気持ちに転じ、少し晴れ間が差し込んできたような感

じがしております。これは、審査官のたゆまない取組み

努力と、これまでの様々な施策の成果が出現し始めてき

たひとつの証であり、審査部全体にとって、このように

目に見える成果は、ある種の達成感と次なる取組み意欲

につながるのではないかと思っています。

　この2008年という年は、これまでの知的財産推進計

画でも記載されているように、審査順番待ち期間を

29 ヶ月台にとどめる、という目標達成の節目の年であ

り、現在、審査部が一丸となって取組んでいるところで

す。この節目の目標年を機に、これまで数々取組んでき

た迅速化施策を検証して、更に広く新たなる施策の可能

性を探りつつ、次なる中期目標である2013年には審査

順番待ち期間11 ヶ月台、さらに最終目標であるゼロ達

成に向けて取組んでいくことが重要ではないかと考え

ています。
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